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令和４年第３回弥彦村議会（５月）臨時会 
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日程第 ４ 議案第２３号 令和４年度弥彦村一般会計補正予算（第２号） 
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──────────────────────────────────────────── 

◎開会の宣告 

○議長（安達丈夫議員） お疲れさまです。 

  ただいまから、令和４年第３回弥彦村議会５月臨時会を開会いたします。 

（午後 １時３０分） 

──────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（安達丈夫議員） ただいまの出席議員は９名であります。定足数に達しておりますので、

直ちに本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議事日程の報告 

○議長（安達丈夫議員） 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、

ご協力をお願いいたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（安達丈夫議員） 初めに、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において、 

     ７番  小  熊     正  議員 

     ９番  本  多  隆  峰  議員 

 を指名いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎会期の決定 

○議長（安達丈夫議員） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。会期については、本日１日限りといたしたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（安達丈夫議員） 異議なしと認めます。 

  したがって、本臨時会は、本日１日限りとすることに決定しました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎村長招集挨拶 

○議長（安達丈夫議員） 次に、日程第３、村長から招集のご挨拶をお願いいたします。 

  村長。 

○村長（小林豊彦） 本日は、議員の皆さん大変お忙しい中、臨時議会をお願いいたしましたとこ

ろ、全議員ご出席の下、議会を開いていただきまして、ありがとうございます。 

  議案につきましては、提案しますのは、さきの全員協議会でご説明したとおり、資材高騰に伴
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う図書館建設予算の不足分を補正で補わせてもらうためでございます。よろしくご審議のほどお

願い申し上げます。 

○議長（安達丈夫議員） ありがとうございました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第２３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（安達丈夫議員） 次に、日程第４、議案第23号 令和４年度弥彦村一般会計補正予算（第

２号）についてを議題といたします。 

  これより提案者から、提案説明を行っていただきます。 

  村長。 

○村長（小林豊彦） 令和４年第３回弥彦村議会５月臨時会の開会に当たり、提案いたしました議

案の要旨をご説明いたします。 

  議案第23号 令和４年度弥彦村一般会計補正予算（第２号）につきましては、既定の歳入歳出

の総額46億2,446万円に、歳入歳出それぞれ2,606万2,000円を追加し、総額を46億5,052万2,000

円とするものであります。 

  歳入といたしましては、18款繰入金、基金繰入金2,606万2,000円であります。 

  歳出といたしましては、２款総務費2,606万2,000円であります。 

  今回の補正は、図書館建設工事費に係るものであります。 

  第２条の債務負担行為につきましては、図書館建設工事請負契約及び工事監理業務について、

工事期間が令和５年度にかかることから債務負担行為を設定するものであります。 

  以上で、提案理由の説明を終わりますが、十分ご審議の上、ご承認いただきますようお願い申

し上げます。 

○議長（安達丈夫議員） ありがとうございました。 

  それでは、お諮りいたします。ただいま村長から提案されました１案件につきましては、委員

会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（安達丈夫議員） 異議なしと認めます。 

  ただいま村長から提案説明がありました。この件につきましては、去る５月９日、昨日ですが、

全員協議会にて執行部から説明を受けておりますので、直ちに審議に入ります。 

  議案第23号 令和４年度弥彦村一般会計補正予算（第２号）について、ご質疑があればこれを

許します。 

  ご質疑はありませんか。 

  板倉議員。 

○５番（板倉恵一議員） 建設工事費の関係であります。令和４年度の当初予算では３億1,650万

円という予算でありました。ただ、これが今のロシアの戦争により、物価、それから資材等、高

騰しているのも分かります。そういう中では、今、ロシアが、今日の新聞でも言われております
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ように、当分まだ戦争をやめる気はないというような話もあります。 

  そういう中で、これから、まだまだ日本はロシアのほうから資材も入れなければならない。あ

らゆることが物価が上がっているという中で、３億8,000万円で果たしてこれで入札が可能にな

るのかどうか。そういう中では、これからまた入札が不調になった場合、更にまた補正を組むの

かどうか。その辺をちょっとお聞きしたいです。 

○議長（安達丈夫議員） 答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（斎藤雄希） 今ほどのご質問にお答えいたします。 

  まず、ウクライナ情勢ですが、これ、本当にこの先見通せないことについては、議員ご承知の

ことと思います。したがいまして、実際に工事にかかるタイミングというのは、誰にも適正なタ

イミングというのは分からないものでありまして、こちらとしては、なるべく早めに建設に取り

かかることが、最もリスクが少ないのではないかと思って、このたび補正をお願いしたところで

ございます。 

  そして、その金額について、この３億8,000万円総額で果たして足りるのかどうかということ

ですが、これについては設計業者と入念に打合せしまして、この金額であれば大丈夫だろうとい

う金額でございます。 

  万が一、心配されております入札不調等があった場合ですが、そうなりますと、もう物資、資

材の高騰その他、非常に見通せないというのは確かでございますので、これについてはまた設計

を細かく組み直すことも考えないといけないと思いますので、そうなるとまたお時間を少しいた

だくことになろうかと思います。今のところそのような予定でございます。 

  以上です。 

○議長（安達丈夫議員） 板倉議員。 

○５番（板倉恵一議員） 今ほど設計をまた組み直すという話もあります。そういう中では、今、

恐らく入札業者の方ともいろいろと話はしているのでしょうけれども、もしそれで入札がうまく

いかなかった場合、どのように考えておられるのでしょうか。 

○議長（安達丈夫議員） 総務部長。 

○総務部長（志田 馨） 今、私どもとしてはうまくいかないことを考えるよりも、不調にならな

いように最善の手を尽くしたいと考えています。例えば、一般競争入札等で間口を広げるとか、

多くの方から応札いただけるような対応を考えているところであります。 

○議長（安達丈夫議員） 板倉議員。 

○５番（板倉恵一議員） 是非とも入札がうまくいって、工事がそのようにして順調にいってくれ

ることを願っているばかりでありますが、その辺は取り越し苦労になればいいかなというふうな

危惧しております。 

  以上です。 

○議長（安達丈夫議員） ほかに質疑ありませんか。 
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〔発言する人なし〕 

○議長（安達丈夫議員） 質疑なしと認めます。 

  続いて、討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（安達丈夫議員） 討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。ただいま議題となっております議案第23号について、村長提案のと

おり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（安達丈夫議員） 起立全員と認めます。 

  したがって、議案第23号は可決することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎村長挨拶 

○議長（安達丈夫議員） 以上をもちまして、本臨時会に付議されました事件は、全て議了いたし

ました。 

  これをもって臨時会を閉会いたしたいと思いますが、閉会前に村長からご挨拶をお願いいたし

ます。 

  村長。 

○村長（小林豊彦） ご承認いただきまして、ありがとうございます。本来ならば、既に工事が始

まっておったんですけれども、議員の皆さんご承知のように、昨年、集団ワクチン接種、集団接

種のために作業量が膨大になりまして、担当の職員をワクチン接種に半年間、６か月間引っこ抜

きましたので、そのおかげで６か月間遅くなりましたけれども、これは、やむを得ぬものだとい

うふうに思っています。村民の皆さんにもご了解願えるものと思っています。 

  先ほどから議員のおっしゃっているように、まだまだ不透明ですけれども、何としてでもやら

ざるを得ないと思っていますし、実行いたしますので、よろしくご支援、ご協力のほどお願いい

たしたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（安達丈夫議員） ありがとうございました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎閉会の宣告 

○議長（安達丈夫議員） 以上をもちまして、令和４年第３回弥彦村議会５月臨時会を閉会いたし

ます。 

  大変お疲れさまでした。 

（午後 １時４０分） 
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